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自治会・町内会の活動を紹介!

　「取手井野団地自治会」は、役員のなり手
不足のため、自治会だけではできないこと
を他の団体と協力して行っています。夏祭
りや餅つき大会などのイベントは、地域団
体やサークルの方々を集めた実行委員形式
で実施しています。
　他の自治会でも、防災訓練を近隣自治会
との合同開催、学校と協力し防災教室の実
施、イベント開催時のテントなどの物品を
他の自治会に貸し出しするなど、自治会同
士や近隣の団体と協力し合っています。

　近隣自治会やボランティア団体などと横のつながりをつくる
ことは、担い手不足の解決になります。また、新たな交流が生ま
れ、地域活動や課題の情報交換ができるという利点もあります。

横のつながりをつくる
他団体との協力取手井野団地自治会

▲ふれあい夏祭りの様子
（写真上）本郷坂東太鼓の競演
（写真下）事業所などのブース

　「戸頭町会」は、高齢化による退会者の増加、若年層の入会減少など
の問題に直面し、令和4年度から「本部役員80歳定年制」という新たな
体制をスタートしました。役員の世代交代を行うことで高齢者に偏っ
ていたイベントなどの町内運営を改善し、若者にも魅力を感じる町
内運営にかじを切りました。働く世代に負担がないよう、定年制で役
員を退任したベテランの役員が町会活動のアドバイスや協力を行い、
バックアップをしています。
　新たな体制の下、若者向けに町会ホームページを活用しながら各種
情報提供するとともに、全町会員に町会報の配布も行っています。ま
た、子育て世代を対象に6年5月には「子どもフェスティバル」を開催し、
会場は大いににぎわいました。その他、毎年恒例の夏祭りや歩け歩け
大会などに、多くの子どもたちも参加してにぎわっています。

みんなで楽しく活動を
若い世代・子どもたちの参加促進戸

とがしら
頭町会

　高齢者向けだけでなく、子ども向けのイベン

トも積極的に開催することが、地域全体の活力

向上のために重要だと思います。戸頭地区は自

治会組織が三つありますが、今回の子どもフェ

スティバルは、戸頭地区全体を対象としたイベ

ントです。今後も、各町内会のイベントを相互

に協力し合い、戸頭地区全体で交流を深めてい

きたいと思います。たくさんの方に、いろいろ

なイベントへ参加してもらいたいです。戸頭町会会長

古
ふるだて

舘貴
たかひろ

弘さん

子ども向けのイベントを積
極的に開催

　「桜が丘自治会」は、桜が丘自
主防災会、民生委員・児童委員
と協力して防災活動に取り組ん
でいます。災害時の避難に支援
が必要な方たちに対して、非会
員を含めた全住民を対象に自治
会独自の「あんしん台帳調査」を
3年ごとに実施。支援者と支援希望者を確認し、「あんしんマップ」
を作成しています。マッピングする際には、町内を30ブロックに分
けて行い、有事にはブロックごとに声かけ方式にしています。また、
マップのメンテナンスは半年に一度実施し、引っ越しなどで変更が
あったマップ部分のみ関係者に配布しています。
　その他、「水害」「地震」それぞれのガイドラインを作成・会員に配
布し、災害に備えています。

日々の暮らしに安心を
防災に重点桜が丘自治会

　災害時には地域のつながりが命を救うことにもつながります。
普段から地域で助け合える関係性をつくっておくことは、日々の
暮らしの上で大きな安心感となるのではないでしょうか。

防災訓練

　「新取手自治会」は、班長の負
担軽減のため、ボランティアを
活用しています。班長が各班に
回覧していた回覧板を止め、町
内で募集したポスティングボラ
ンティアが回覧物を全戸配布し
ています。
　自治会の活動はボランティアが中心となり、青色防犯パトロール
や資源物回収も行うなど、地域の中で「できる人」が「できるとき」に

「できること」を行っています。

活動の負担を軽減する
組織の見直し新取手自治会

資源回収（空き缶選別）

ボランティアの活動内容
　新取手自治会には九つのボランティアがあり、約100人の
方が活動しています。
● 小学生見守りボランティア　　 ● 資源回収ボランティア
● ポスティングボランティア　　 ● フードボランティア
● 青パトボランティア　　　　　 ● 水の公園ボランティア
● ミシン指導ボランティア　　　 ● 会館清掃ボランティア
● 秋祭りボランティア

　令和6年度から市内の自治会・町内会から集めたイベント情報を市ホームペー
ジで掲載しています。広く市民の方へ自治会・町内会の取り組みを知ってもらう
ことで、新たな交流が生まれるかもしれません。市ホームページを通じて発信し
てみませんか。掲載方法など詳細は、市民協働課へお問い合わせください。

自治会・町内会イベントを発信しませんか 市ホーム
ページ 　県や市などからの回覧

物・配布物を市ホームペー
ジ内にある電子回覧板から
閲覧できます。




